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第１ 通則 

国土交通省所管事業に係る地域自主戦略交付金（沖縄振興自主戦略交付金を含む。

以下同じ。）の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭

和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

（昭和３０年政令第２５５号）、国土交通省所管補助金等交付規則（平成１２年総理

府・建設省令第９号）その他の法令及び関連通知のほか、この交付要綱に定めると

ころによるものとする。 

 

第２ 目的 

 国土交通省所管事業に係る地域自主戦略交付金は、地方公共団体が行う社会資本

の整備その他の取組を支援することにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済

基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活

の安定の確保及び向上を図ることを目的とする。 

 

第３ 定義 

 一 地域自主戦略交付金 

地域自主戦略交付金制度要綱（平成２３年４月１日付け、府地戦第３３号・

警察庁甲官発第１０９号・総官企第１１２号・２３文科施第４号・厚生労働省

発健０４０１第１０号・２２農振第２１８４号・平成２３・０３・２４財地第

１号・国官会第２６１４号・環境政発第１１０３３０００２号通知。以下「制

度要綱」という。）第５に定める事業実施計画に基づく事業又は事務（以下「事

業等」という。）の実施に要する経費に充てるため、この要綱に定めるところに

従い国が交付する交付金をいう。 

 

 二 交付対象事業 

第５に掲げる事業等（法律又は予算制度に基づき別途国の負担又は補助を得

て実施するものを除く。）をいう。 

 

 三 交付金事業者 

地域自主戦略交付金の交付を受けて交付対象事業を実施する都道府県及び都

道府県からその経費の一部に対して負担金の負担又は補助金の交付を受けて交

付対象事業を実施する団体等をいう。 

 

第４ 交付対象 

  地域自主戦略交付金の交付対象は、都道府県とする。 

 

第５ 交付対象事業 

   交付対象事業は、制度要綱別表の別紙２に記載された事業等とする。 



 

第６ 交付額 

１ 国土交通大臣は、制度要綱第８により内閣総理大臣から移し替えられた交付

金について、制度要綱別添により算出される地方公共団体ごとの交付限度額

以内で、交付金の事業実施計画に掲げる交付対象事業に要する費用を地方公

共団体に交付する。 

 

２ 交付対象事業に対する毎年度の地域自主戦略交付金の交付額は、次に掲げる

式により算出された額（以下「国土交通省交付限度額」という。）を超えない

ものとする。 

 

 国土交通省交付限度額 ＝ （Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ） 

 

 ここで、Ａ、Ｂ、Ｃは、それぞれ                        

    Ａ：制度要綱別表の別紙２の１から９に掲げる事業等に係る当該年度の国費 

算定の基礎額の合計額 

    Ｂ：制度要綱別表の別紙２の１０のイの関連社会資本整備事業に係る当該年 

度の国費算定の基礎額の合計額 

    Ｃ：制度要綱別表の別紙２の１０のロの効果促進事業に係る当該年度の国費 

算定の基礎額の合計額 

であり、次に掲げる式より算出した額とする。また、財政法（昭和２２年法

律第３４号）第４条の規定に基づく公債対象経費に該当するものとする。 

 

      Ａ＝∑ （αｊൈＡｊ）୪
୨ୀଵ  

 

Ａｊ：事業ｊの当該年度の事業費（事務費は除く。以下同じ。） 

αｊ：事業ｊに係る国費率 

ｌ：事業の数 

 

 Ｂ＝∑ （βｊൈＢｊ）୫
୨ୀଵ  

  

       Ｂｊ：事業ｊの当該年度の事業費 

βｊ：事業ｊに係る国費率（国の負担又は補助について個別の法令等に規

定がある場合は、当該法令等に規定する負担の割合又は補助の割合。

それ以外の場合は１／２。） 

        ｍ：事業の数 

 

 Ｃ＝∑ （γｊൈＣｊ）୬
୨ୀଵ  

 

      Ｃｊ：事業ｊの当該年度の事業費 

      γｊ：事業ｊに係る国費率（国の負担又は補助について個別の法令に規定が

ある場合は、当該法令に規定する負担の割合又は補助の割合。それ以



外の場合は１／２。ただし、道路事業と一体となって実施する場合は

この限りではない。） 

       ｎ：事業の数 

 

３ 地域自主戦略交付金の交付後、交付対象事業の進捗の状況により、第７第２

項の規定を適用した結果、事業費の実績額に基づいて前項の規定により算出

される国土交通省交付限度額が、交付された金額と異なることとなったとき

は、交付された金額から事業費の実績額に基づいて算出される国土交通省交

付限度額を控除した額（次項において「差額」という。）は、事業実施計画ご

とに、次年度の国土交通省交付限度額の算定において調整することができる。 

 

４ 前項の規定による調整は、次年度の国土交通省交付限度額から差額を控除す

ることにより行う。 

 

５ 都道府県が交付金事業者に対し、交付対象事業に要する経費の一部について

負担又は補助をする要素事業においては、当該都道府県が当該交付金事業者

に対して負担又は補助をする費用（事務費は除く。）の額の範囲内の事業費に

限り、前四項の規定を適用する。 

 

 

第７ 交付申請等 

１ 都道府県は、交付対象事業のうち当該都道府県が地域自主戦略交付金を充て

て実施するものについて交付申請を行うものとする。 

 

２ 国が負担又は補助をしなければならない割合について個別の法令等に規定さ

れている場合を除き、要素事業に要する費用の総額について国費と地方費の

割合を定め、要素事業ごとの国費の割合を固定しないことができることとす

る。 

 

第８ 地域自主戦略交付金の経理 

   交付金事業者は、国の交付金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付期

間の終了後５年間保存しなければならない。 

 

 

第９ 監督等 

１ 国土交通大臣は都道府県に対し、都道府県知事は当該都道府県が補助する交

付金事業者に対し、それぞれその施行する交付対象事業に関し、補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律その他の法令及びこの要綱の施行のた

め必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する

交付対象事業の促進を図るため、必要な勧告、助言若しくは援助をすること

ができる。 

 

２ 国土交通大臣は都道府県に対し、都道府県知事は当該都道府県が補助する交

付金事業者に対し、それぞれその施行する交付対象事業につき、地域自主戦

略交付金の適正な執行を図る観点から監督上必要があるときは、その交付対



象事業を検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是

正するため必要な限度において、必要な措置を講ずべきことを命ずることが

できる。 

 

第１０ その他 

この要綱に定めるもののほか、地域自主戦略交付金の交付に必要な事項は、別

に定める。 

 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この通知は、平成２３年５月２日から施行する。 

 

  附 則 

  （施行期日） 

     １ この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。 


